
（
国
税
通
則
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

（
納
税
義
務
の
成
立
及
び
そ
の
納
付
す
べ
き
税
額
の
確
定
）

（
納
税
義
務
の
成
立
及
び
そ
の
納
付
す
べ
き
税
額
の
確
定
）

第
十
五
条

省

略

第
十
五
条

同

上

２

納
税
義
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
国
税
（
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
お
い

２

同

上

て
、
附
帯
税
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
（
当
該
国
税
の
う

ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
時
）
に
成
立
す
る
。

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上

三
の
二

各
対
象
会
計
年
度
の
国
際
最
低
課
税
額
に
対
す
る
法
人
税
、
各
対
象
会
計

三
の
二

各
対
象
会
計
年
度
の
国
際
最
低
課
税
額
に
対
す
る
法
人
税
及
び
特
定
基
準

年
度
の
国
際
最
低
課
税
残
余
額
に
対
す
る
法
人
税
及
び
各
対
象
会
計
年
度
の
国
内

法
人
税
額
に
対
す
る
地
方
法
人
税

対
象
会
計
年
度
（
法
人
税
法
第
十
五
条
の
二

最
低
課
税
額
に
対
す
る
法
人
税
並
び
に
国
際
最
低
課
税
額
等
に
係
る
特
定
基
準
法

（
対
象
会
計
年
度
の
意
義
）
に
規
定
す
る
対
象
会
計
年
度
を
い
う
。
）
の
終
了
の

人
税
額
に
対
す
る
地
方
法
人
税
及
び
国
内
最
低
課
税
額
に
係
る
特
定
基
準
法
人
税

時

額
に
対
す
る
地
方
法
人
税

対
象
会
計
年
度
（
法
人
税
法
第
十
五
条
の
二
（
対
象

会
計
年
度
の
意
義
）
に
規
定
す
る
対
象
会
計
年
度
を
い
う
。
）
の
終
了
の
時

四
～
十
五

省

略

四
～
十
五

同

上

３

省

略

３

同

上

（
賦
課
決
定
の
所
轄
庁
等
）

（
賦
課
決
定
の
所
轄
庁
等
）

第
三
十
三
条

省

略

第
三
十
三
条

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
税
関
長
が
賦
課
決
定
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
賦
課
決

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
税
関
長
が
賦
課
決
定
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
賦
課
決

定
が
消
費
税
法
第
八
条
第
六
項
（
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
け
る
輸
出
物
品
の
譲
渡
に

定
が
消
費
税
法
第
八
条
第
三
項
（
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
け
る
輸
出
物
品
の
譲
渡
に

係
る
免
税
）
の
規
定
に
よ
り
直
ち
に
徴
収
す
る
消
費
税
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
そ

係
る
免
税
）
の
規
定
に
よ
り
直
ち
に
徴
収
す
る
消
費
税
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
そ

の
他
政
令
で
定
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
前
条

の
他
政
令
で
定
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
前
条

第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
賦
課
決
定
通
知
書
又
は
納
税
告
知
書
の
送
達
に

第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
賦
課
決
定
通
知
書
又
は
納
税
告
知
書
の
送
達
に

代
え
、
当
該
職
員
に
口
頭
で
当
該
賦
課
決
定
の
通
知
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

代
え
、
当
該
職
員
に
口
頭
で
当
該
賦
課
決
定
の
通
知
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
過
少
申
告
加
算
税
）

（
過
少
申
告
加
算
税
）

第
六
十
五
条

省

略

第
六
十
五
条

同

上

２

省

略

２

同

上

３

前
項
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

３

同

上



こ
ろ
に
よ
る
。

一

省

略

一

同

上

二

期
限
内
申
告
税
額

期
限
内
申
告
書
（
次
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
九
項
の

二

同

上

規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
期
限
後
申
告
書
を
含
む
。
第
五
項
第
二
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
提
出
に
基
づ
き
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
納
付
す
べ
き
税
額
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
係
る
国
税
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る

金
額
が
あ
る
と
き
は
当
該
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
し
、
所
得
税
、
法
人
税
、
地

方
法
人
税
、
相
続
税
又
は
消
費
税
に
係
る
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
還
付

金
の
額
に
相
当
す
る
税
額
が
あ
る
と
き
は
当
該
税
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。
）

イ

省

略

イ

同

上

ロ

法
人
税
法
第
二
条
第
三
十
八
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
中
間
納
付
額
、
同
法

ロ

法
人
税
法
第
二
条
第
三
十
八
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
中
間
納
付
額
、
同
法

第
六
十
八
条
（
所
得
税
額
の
控
除
）
（
同
法
第
百
四
十
四
条
（
外
国
法
人
に
係

第
六
十
八
条
（
所
得
税
額
の
控
除
）
（
同
法
第
百
四
十
四
条
（
外
国
法
人
に
係

る
所
得
税
額
の
控
除
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
九
条

る
所
得
税
額
の
控
除
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
九
条

（
外
国
税
額
の
控
除
）
若
し
く
は
第
百
四
十
四
条
の
二
（
外
国
法
人
に
係
る
外

（
外
国
税
額
の
控
除
）
若
し
く
は
第
百
四
十
四
条
の
二
（
外
国
法
人
に
係
る
外

国
税
額
の
控
除
）
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
さ
れ
る
べ
き
金
額
又
は
同
法
第
九
十

国
税
額
の
控
除
）
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
さ
れ
る
べ
き
金
額
又
は
同
法
第
九
十

条
（
退
職
年
金
等
積
立
金
に
係
る
中
間
申
告
に
よ
る
納
付
）
（
同
法
第
百
四
十

条
（
退
職
年
金
等
積
立
金
に
係
る
中
間
申
告
に
よ
る
納
付
）
（
同
法
第
百
四
十

五
条
の
十
三
（
申
告
及
び
納
付
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

五
条
の
五
（
申
告
及
び
納
付
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
税
の
額
（
そ
の
額
に
つ
き
修
正
申
告
書
の
提
出
又

に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
税
の
額
（
そ
の
額
に
つ
き
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は

は
更
正
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
告
又
は
更
正
後
の
法
人
税
の
額
）

更
正
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
告
又
は
更
正
後
の
法
人
税
の
額
）

ハ
～
ホ

省

略

ハ
～
ホ

同

上

４
～
６

省

略

４
～
６

同

上

（
当
該
職
員
の
所
得
税
等
に
関
す
る
調
査
に
係
る
質
問
検
査
権
）

（
当
該
職
員
の
所
得
税
等
に
関
す
る
調
査
に
係
る
質
問
検
査
権
）

第
七
十
四
条
の
二

国
税
庁
、
国
税
局
若
し
く
は
税
務
署
（
以
下
「
国
税
庁
等
」
と
い

第
七
十
四
条
の
二

同

上

う
。
）
又
は
税
関
の
当
該
職
員
（
税
関
の
当
該
職
員
に
あ
つ
て
は
、
消
費
税
に
関
す

る
調
査
（
第
百
三
十
一
条
第
一
項
（
質
問
、
検
査
又
は
領
置
等
）
に
規
定
す
る
犯
則

事
件
の
調
査
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

は
、
所
得
税
、
法
人
税
、
地
方
法
人
税
又
は
消
費
税
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
必
要

が
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

者
に
質
問
し
、
そ
の
者
の
事
業
に
関
す
る
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
（
税
関
の
当
該

職
員
が
行
う
調
査
に
あ
つ
て
は
、
課
税
貨
物
（
消
費
税
法
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号

（
定
義
）
に
規
定
す
る
課
税
貨
物
を
い
う
。
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く

は
輸
出
物
品
（
同
法
第
八
条
第
一
項
（
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
け
る
輸
出
物
品
の
譲



渡
に
係
る
免
税
）
に
規
定
す
る
物
品
を
い
う
。
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

こ
れ
ら
の
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
と
す
る
。
）
を
検
査
し
、
又
は
当
該
物
件
（
そ

の
写
し
を
含
む
。
次
条
か
ら
第
七
十
四
条
の
六
ま
で
（
当
該
職
員
の
質
問
検
査
権
）

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
示
若
し
く
は
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上

四

消
費
税
に
関
す
る
調
査
（
税
関
の
当
該
職
員
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）

次
に

四

同

上

掲
げ
る
者

イ

課
税
貨
物
を
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
る
者
又
は
輸
出
物
品
を
消
費
税
法
第
八

イ

課
税
貨
物
を
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
る
者
又
は
輸
出
物
品
を
消
費
税
法
第
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
購
入
し
た
と
認
め
ら
れ
る

条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
購
入
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者

者
ロ

省

略

ロ

同

上

２
～
５

省

略

２
～
５

同

上


